
大 阪 府 条 例 第 八 十 七 号  

職 員 基 本 条 例 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例  
（ 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 大 阪 府 条 例 第 四 十 一 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  
改 正 後  改 正 前  

  

（ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二

十 七 条 第 二 項 及 び 第 二 十 八 条 第 三 項 （ こ れ ら の 規

定 を 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十

八 号 ） 第 五 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 府 の 職

員 （ 警 察 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ） 第

五 十 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 地 方 警 察 職 員 を 除

く 。 ） 及 び 府 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 法 第 二

条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 以 下

「 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 」 と い う 。 ） の 職 員 （ 以

下 「 職 員 」 と い う 。 ） の 分 限 の 事 由 並 び に 手 続 及

び 効 果 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る と と も に 、 法 第

二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 降 任 又 は 免 職 の 処 分

の 基 準 を 定 め る も の と す る 。 
 

（ 処 分 に 当 た っ て 考 慮 す べ き 事 項 ） 

第 二 条 法 第 二 十 八 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に

該 当 す る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 総 合 的 に 考 慮

し 、 免 職 又 は 降 任 の 処 分 を す る か 否 か 及 び い ず れ

の 処 分 を 選 択 す る か を 決 定 す る も の と す る 。 
 一 職 員 の 勤 務 の 状 況 又 は 結 果 

二 当 該 職 員 の 経 歴 、 性 格 、 態 度 又 は 行 動 の 態 様 、

背 景 若 し く は 状 況 

三 社 会 環 境 そ の 他 職 員 の 適 格 性 を 判 断 す る た

め に 必 要 な 事 項 

２ 法 第 二 十 八 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に 該 当 す る

場 合 は 、 医 師 の 診 断 の 結 果 に 基 づ き 、 心 身 の 故 障

の 回 復 の 状 況 及 び 今 後 の 職 務 の 遂 行 の 可 否 を 判

断 し 、 降 任 又 は 免 職 の 処 分 を す る か 否 か 及 び い ず

れ の 処 分 を 選 択 す る か を 決 定 す る も の と す る 。 

３ 法 第 二 十 八 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に 該 当 す る

場 合 は 、 医 師 の 診 断 の 結 果 に 基 づ き 、 心 身 の 故 障

の 状 況 及 び 今 後 の 職 務 の 遂 行 の 可 否 を 判 断 し 、 休

職 の 処 分 を す る か 否 か を 決 定 す る も の と す る 。 
 

（ 降 任 又 は 免 職 の 事 由 ） 

第 三 条 職 員 が 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る と き

は 、 法 第 二 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 該 当 す る も の と

し て 、 こ れ を 降 任 し 、 又 は 免 職 す る こ と が で き る 。 

一 人 事 評 価 （ 職 員 基 本 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 大 阪

府 条 例 第 八 十 六 号 ） 第 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る

人 事 評 価 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 継 続 し て 任 命

権 者 が 定 め る 基 準 を 下 回 る 場 合 で あ っ て 、 研 修

そ の 他 必 要 な 措 置 を 実 施 し て も 勤 務 実 績 の 改

（ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二

十 七 条 第 二 項 及 び 第 二 十 八 条 第 三 項 （ こ れ ら の 規

定 を 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十

八 号 ） 第 五 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 府 の 職

員 及 び 府 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 法 第 二 条

第 二 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 以 下

「 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 」 と い う 。 ） の 職 員 （ 以

下 「 職 員 」 と い う 。 ） の 分 限 に 関 し 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



善 が な い 場 合 

二 担 当 す べ き も の と し て 割 り 当 て ら れ た 職 務

を 遂 行 し て そ の 職 責 を 果 た す べ き で あ る に も

か か わ ら ず 、 そ の 実 績 が 良 く な い と 認 め ら れ る

場 合 

２ 職 員 が 、 将 来 回 復 の 可 能 性 の な い 、 又 は 法 第 二

十 八 条 第 二 項 第 一 号 に よ る 休 職 の 期 間 中 に は 回

復 の 見 込 み が 少 な い 長 期 の 療 養 を 要 す る 疾 病 の

た め 、 職 務 の 遂 行 に 支 障 が あ り 、 又 は こ れ に 堪 え

な い こ と が 明 ら か な と き は 、 同 条 第 一 項 第 二 号 に

該 当 す る も の と し て 、 こ れ を 降 任 し 、 又 は 免 職 す

る こ と が で き る 。 

３ 職 員 が 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る と き は 、 法

第 二 十 八 条 第 一 項 第 三 号 に 該 当 す る も の と し て 、

こ れ を 降 任 し 、 又 は 免 職 す る こ と が で き る 。 

一 第 六 条 第 六 項 の 命 令 に 従 わ な か っ た 場 合 

二 一 月 以 上 行 方 が 不 明 で あ る 場 合 （ 正 当 な 理 由

な く 欠 勤 を し た 場 合 又 は 災 害 に よ る こ と が 明

ら か な 場 合 を 除 く 。 ） 

三 簡 単 に 矯 正 す る こ と の で き な い 持 続 性 の 高

い 素 質 、 能 力 若 し く は 性 格 に 起 因 し て そ の 職 務

の 円 滑 な 遂 行 に 支 障 が あ り 、 又 は 支 障 を 生 ず る

蓋 然 性 が 高 い と 認 め ら れ 、 職 員 と し て 必 要 な 適

格 性 を 欠 く と 認 め ら れ る 場 合 
 

第 四 条 （ 略 ） 
 

（ 降 任 又 は 免 職 の 基 準 ） 

第 五 条 第 三 条 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 当 該 職 員

が 現 に 就 い て い る 職 に 求 め ら れ る 役 割 を 果 た す

こ と が 困 難 で 、 下 位 の 職 で あ れ ば 良 好 な 職 務 の 遂

行 を 期 待 す る こ と が で き る と き は 職 務 の 遂 行 能

力 に 応 じ た 職 に 降 任 さ せ る も の と し 、 現 に 就 い て

い る 職 だ け で は な く 、 公 務 員 と し て 通 常 要 求 さ れ

る 勤 務 成 績 又 は 適 格 性 を 欠 く と き は 免 職 と す る 。 
 

（ 任 命 権 者 が 講 ず る 措 置 ） 

第 六 条 任 命 権 者 （ 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 理 事 長

を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 職 員 （ 以 下

こ の 条 に お い て 「 対 象 職 員 」 と い う 。 ） に 対 し 、

必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 対

象 職 員 の 行 方 が 不 明 と な っ た 場 合 そ の 他 こ れ ら

の 措 置 を 講 ず る こ と が で き な い 場 合 は 、 こ の 限 り

で な い 。 

一 人 事 評 価 の 結 果 の 区 分 が 二 年 以 上 継 続 し て

最 下 位 の 区 分 で あ っ て 、 勤 務 実 績 が 良 く な い と

認 め ら れ る 職 員 

二 出 勤 の 状 況 が 不 良 で 、 業 務 に 著 し い 支 障 を 及

ぼ す 職 員 

三 正 当 な 理 由 な く 上 司 の 職 務 上 の 命 令 に 従 わ

な い 職 員 

四 法 第 二 十 八 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 休

職 を し て い る 職 員 で あ っ て 、 休 職 期 間 が 通 算 三

年 に 達 す る に も か か わ ら ず 、 な お 心 身 の 故 障 が

回 復 せ ず 、 今 後 も 職 務 の 遂 行 に 支 障 が あ る 職 員 

五 上 司 そ の 他 の 職 員 又 は 府 民 に 対 し 、 暴 力 、 暴

言 又 は 中 傷 を 繰 り 返 す 職 員 

六 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 法 第 二 十 八 条 第

一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当

す る お そ れ が あ る 職 員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 二 条 （ 略 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２ 任 命 権 者 は 、 前 項 の 対 象 職 員 の 勤 務 の 状 況 及 び

対 象 職 員 に 対 す る 指 導 又 は 注 意 の 状 況 の 記 録 並

び に 資 料 の 収 集 を 行 う も の と す る 。 
３ 第 一 項 の 対 象 職 員 に 対 し 講 ず る 措 置 は 、 次 の い

ず れ か に 掲 げ る と お り と す る 。 

一 注 意 又 は 指 導 を 繰 り 返 し 行 う こ と 。 

二 転 任 そ の 他 担 当 す る 業 務 の 見 直 し を 行 う こ

と 。 

三 医 師 の 診 断 を 受 け る よ う 勧 奨 す る こ と 。 

四 研 修 そ の 他 改 善 の た め に 必 要 な 措 置 を 行 う

こ と 。 

４ 任 命 権 者 は 、 前 項 の 措 置 を 講 じ た に も か か わ ら

ず 、 対 象 職 員 の 勤 務 実 績 が 良 く な い 状 態 又 は 適 格

性 を 欠 く と 認 め ら れ る 状 態 が 改 善 さ れ な い 場 合

は 、 当 該 対 象 職 員 に 対 し 、 降 任 又 は 免 職 の 処 分 が

行 わ れ る こ と が あ る こ と を 文 書 で 警 告 し 、 こ れ ら

の 改 善 を 促 す も の と す る 。 

５ 任 命 権 者 は 、 職 員 が 第 三 項 第 四 号 の 研 修 の 受 講

を 拒 ん だ 場 合 に は 、 研 修 の 受 講 を 命 ず る 職 務 上 の

命 令 を 発 す る こ と が で き る 。 

６ 任 命 権 者 は 、 職 員 が 次 条 第 二 項 の 診 断 を 拒 ん だ

場 合 又 は 故 意 に 当 該 診 断 を 受 け な い 場 合 は 、 診 断

を 受 け る よ う 職 務 上 の 命 令 を す る こ と が で き る 。 
 

（ 降 任 、 免 職 又 は 休 職 の 手 続 ） 

第 七 条 任 命 権 者 は 、 法 第 二 十 八 条 第 一 項 第 一 号 又

は 第 三 号 の 規 定 に よ り 降 任 又 は 免 職 の 処 分 を し

よ う と す る 場 合 に お い て は 、 関 係 者 そ の 他 適 当 と

認 め る 者 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。 
 
 

２ （ 略 ） 

３ 任 命 権 者 は 、 職 員 基 本 条 例 第 二 十 五 条 第 三 項 の

規 定 に よ り 大 阪 府 人 事 監 察 委 員 会 （ 同 条 例 第 四 十

条 第 一 項 に 規 定 す る 大 阪 府 人 事 監 察 委 員 会 を い

う 。 ） の 意 見 を 聴 い て 、 法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 降 任 又 は 免 職 の 処 分 を す る か 否 か 及 び

処 分 の 内 容 を 決 定 す る も の と す る 。 

４ （ 略 ） 

５ 前 項 の 規 定 に よ る 書 面 の 交 付 を す る 場 合 に お

い て 、 当 該 処 分 を 受 け る べ き 職 員 の 所 在 が 知 れ な

い と き は 、 同 項 の 規 定 に よ る 書 面 の 交 付 を 、 当 該

職 員 の 氏 名 及 び 同 項 の 書 面 を い つ で も 当 該 職 員

に 交 付 す る 旨 を 任 命 権 者 に 係 る 事 務 所 の 掲 示 場

に 掲 示 す る こ と に よ っ て 行 う こ と が で き る 。 こ の

場 合 に お い て は 、 掲 示 を 始 め た 日 か ら 二 週 間 を 経

過 し た と き に 、 当 該 書 面 が 当 該 職 員 に 到 達 し た も

の と み な す 。 

６ 任 命 権 者 は 、 前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 降 任 、

免 職 又 は 休 職 の 処 分 の 手 続 に 関 し 必 要 な 事 項 を

別 に 定 め る も の と す る 。 
 

（ 廃 職 又 は 過 員 に よ る 降 任 又 は 免 職 ） 

第 八 条 法 第 二 十 八 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に よ る

降 任 又 は 免 職 の 処 分 は 、 転 任 そ の 他 の 方 法 に よ っ

て も 過 員 が 生 ず る 場 合 に す る こ と が で き る 。 

２ 任 命 権 者 は 、 前 項 の 処 分 を 行 う 必 要 が あ る と 認

め ら れ る 廃 職 又 は 過 員 を 生 ず る 職 制 若 し く は 定

員 の 改 廃 又 は 予 算 の 減 少 に 関 す る 計 画 を 定 め る

場 合 は 、 議 決 を 要 す る も の を 除 き 、 そ の 要 旨 を 議

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 三 条 任 命 権 者 （ 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 理 事 長

を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 法 第 二 十 八 条 第 一 項 第

一 号 又 は 第 三 号 の 規 定 に よ り 職 員 の 意 に 反 す る

降 任 又 は 免 職 の 処 分 を し よ う と す る 場 合 に お い

て は 、 関 係 者 そ の 他 適 当 と 認 め る 者 の 意 見 を 聴 く

等 、 公 正 を 期 さ な け れ ば な ら な い 。 

２ （ 略 ） 
 
 
 
 
 
 

３ （ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（ 職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 大 阪 府 条 例 第 四

十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

会 に 報 告 す る も の と す る 。 

３ 任 命 権 者 は 、 前 項 の 計 画 を 実 施 す る 場 合 は 、 対

象 と な る 職 員 の 転 任 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 こ

の 場 合 に お い て 、 職 種 を 変 更 す る 転 任 に 必 要 な 能

力 の 実 証 は 、 適 正 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

４ 任 命 権 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 免 職 す る 場 合

は 、 あ ら か じ め 相 当 の 範 囲 で 職 員 に 退 職 を 勧 奨 し

な け れ ば な ら な い 。 

５ 任 命 権 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 免 職 す る 場 合

は 、 勤 務 成 績 、 勤 続 年 数 、 生 計 の 状 況 等 を 総 合 的

に 考 慮 し て 、 公 正 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

６ 前 条 第 三 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 職 員

を 免 職 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 

７ 任 命 権 者 は 、 事 業 の 全 部 又 は 一 部 を 国 そ の 他 公

共 団 体 以 外 の 法 人 又 は 一 部 事 務 組 合 に 譲 渡 し 、 又

は 移 管 す る 場 合 に お い て 、 当 該 事 業 に 従 事 す る 職

員 に 事 業 の 譲 渡 又 は 移 管 を 受 け た 者 に 就 職 す る

機 会 が 与 え ら れ て い る と き は 、 原 則 と し て 当 該 職

員 を 免 職 す る こ と が で き る 。 

８ 任 命 権 者 は 、 第 一 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 免 職

す る 職 員 に つ い て 、 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 条 例

（ 平 成 二 十 三 年 大 阪 府 条 例 第 六 号 ） 第 二 条 に 規 定

す る 人 材 バ ン ク 制 度 そ の 他 別 に 条 例 で 定 め る と

こ ろ に よ り 府 以 外 の 法 人 そ の 他 の も の に 雇 用 さ

れ る よ う 支 援 に 努 め る も の と す る 。 
 

（ 休 職 の 効 果 ） 

第 九 条 法 第 二 十 八 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に 該 当

す る 場 合 に お け る 休 職 の 期 間 は 休 養 を 要 す る 程

度 に 応 じ 、 第 四 条 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に お け る

休 職 の 期 間 は 必 要 に 応 じ 、 い ず れ も 三 年 を 超 え な

い 範 囲 内 に お い て 、 そ れ ぞ れ 個 々 の 場 合 に つ い

て 、 任 命 権 者 が 定 め る 。 

２ ・ ３ （ 略 ） 
 

第 十 条 ・ 第 十 一 条 （ 略 ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 休 職 の 効 果 ） 

第 四 条 法 第 二 十 八 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に 該 当

す る 場 合 に お け る 休 職 の 期 間 は 休 養 を 要 す る 程

度 に 応 じ 、 第 二 条 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に お け る

休 職 の 期 間 は 必 要 に 応 じ 、 い ず れ も 三 年 を 超 え な

い 範 囲 内 に お い て 、 そ れ ぞ れ 個 々 の 場 合 に つ い

て 、 任 命 権 者 が 定 め る 。 

２ ・ ３ （ 略 ） 
 

第 五 条 ・ 第 六 条 （ 略 ） 
  

改 正 後  改 正 前  

  

職 員 の 懲 戒 に 関 す る 条 例 
 
 

（ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 六 十 一 号 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十

九 条 第 四 項 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法

律 第 百 十 八 号 ） 第 五 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、

府 の 職 員 （ 警 察 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 六 十 二

号 ） 第 五 十 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 地 方 警 察 職 員 を

職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 

例 
 

（ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 六 十 一 号 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十

九 条 第 四 項 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法

律 第 百 十 八 号 ） 第 五 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、

府 の 職 員 及 び 府 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 法

第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人



除 く 。 ） 及 び 府 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 法 第

二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 以

下 「 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 」 と い う 。 ） の 職 員 （ 以

下 「 職 員 」 と い う 。 ） の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関

し 必 要 な 事 項 を 定 め る と と も に 、 懲 戒 処 分 の 基 準

を 定 め る も の と す る 。 
 

（ 懲 戒 処 分 の 基 準 ） 

第 二 条 別 表 の 中 欄 に 掲 げ る 行 為 （ 法 第 二 十 九 条 第

一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を い う 。 以 下

「 非 違 行 為 」 と い う 。 ） を し た 職 員 に 対 す る 標 準

的 な 懲 戒 処 分 の 種 類 は 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る と お

り と す る 。 

２ 任 命 権 者 （ 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 理 事 長 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 職 員 が 別 表 の 中 欄 に 掲 げ る

非 違 行 為 以 外 の 非 違 行 為 を し た と き は 、 当 該 非 違

行 為 に 類 似 す る 同 欄 に 掲 げ る 非 違 行 為 に 対 す る

懲 戒 処 分 の 取 扱 い を 参 考 に し て 、 当 該 非 違 行 為 に

対 す る 懲 戒 処 分 を 決 定 す る こ と が で き る 。 

３ 任 命 権 者 は 、 別 表 の 中 欄 に 掲 げ る 非 違 行 為 を し

た 職 員 に 対 し 、 懲 戒 処 分 を す る と き は 、 当 該 職 員

の し た 非 違 行 為 の 態 様 及 び 結 果 、 動 機 、 故 意 若 し

く は 過 失 の 別 又 は 悪 質 性 の 程 度 、 当 該 職 員 の 職

責 、 当 該 違 反 行 為 の 前 後 の 当 該 職 員 の 態 度 、 他 の

職 員 又 は 社 会 に 与 え る 影 響 そ の 他 懲 戒 処 分 の 検

討 に あ た り 必 要 な 事 項 を 考 慮 し 、 懲 戒 処 分 を す る

か 否 か 及 び い ず れ の 懲 戒 処 分 を 選 択 す る か を 決

定 す る も の と す る 。 

４ 任 命 権 者 は 、 懲 戒 処 分 を す る 場 合 に お い て 、 複

数 の 非 違 行 為 に 該 当 す る と き 又 は 虚 偽 の 報 告 を

行 っ た と き そ の 他 処 分 を 加 重 す べ き 事 情 が あ る

と き は 、 こ れ ら の 規 定 に よ り す る こ と の で き る 懲

戒 処 分 よ り 重 い 懲 戒 処 分 を す る こ と が で き る 。 

５ 任 命 権 者 は 、 懲 戒 処 分 を す る 場 合 に お い て 、 非

違 行 為 が 発 覚 す る 前 に 職 員 自 ら が 申 し 出 た と き

そ の 他 処 分 を 軽 減 す べ き 事 情 が あ る と き は 、 こ れ

ら の 規 定 に よ り す る こ と の で き る 懲 戒 処 分 よ り

軽 い 懲 戒 処 分 を す る こ と が で き る 。 
 

（ 監 督 責 任 ） 

第 三 条 任 命 権 者 は 、 職 員 が 懲 戒 処 分 を 受 け る 場 合

に お い て 、 当 該 職 員 を 指 導 し 、 又 は 監 督 す る 立 場

に あ る 職 員 が 、 当 該 職 員 に 対 す る 適 切 な 指 導 又 は

監 督 を 怠 っ た と き は 、 戒 告 又 は 減 給 の 懲 戒 処 分 を

す る こ と が で き る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 職 員

の 行 為 を 隠 し た と き そ の 他 重 大 な 責 任 が あ る 場

合 は 、 停 職 又 は 免 職 と す る こ と が で き る 。 

２ 任 命 権 者 は 、 前 項 の 懲 戒 処 分 を す る と き は 、 当

該 非 違 行 為 を 行 っ た 部 下 の 職 員 に 対 す る 懲 戒 処

分 の 内 容 、 当 該 部 下 の 職 員 へ の 指 導 の 有 無 、 他 の

職 員 又 は 社 会 に 与 え る 影 響 そ の 他 懲 戒 処 分 の 検

討 に 当 た り 必 要 な 事 項 を 総 合 的 に 考 慮 し 、 懲 戒 処

分 を す る か 否 か 及 び い ず れ の 懲 戒 処 分 を 選 択 す

る か を 決 定 す る も の と す る 。 

３ 前 条 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 は 、 監 督 責 任 に よ

る 懲 戒 処 分 を 決 定 す る に 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 
 

（ 懲 戒 の 手 続 ） 

第 四 条 任 命 権 者 は 、 懲 戒 処 分 を し よ う と す る 場 合

に お い て は 、 関 係 者 そ の 他 適 当 と 認 め る 者 の 意 見

（ 以 下 「 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 」 と い う 。 ） の 職

員 （ 以 下 「 職 員 」 と い う 。 ） の 懲 戒 の 手 続 及 び 効

果 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 懲 戒 の 手 続 ） 

第 二 条 任 命 権 者 （ 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 理 事 長

を 含 む 。 ） は 、 法 第 二 十 九 条 第 一 項 第 二 号 又 は 第



を 聴 く も の と す る 。 
 
 

２ 任 命 権 者 は 、 職 員 基 本 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 大 阪

府 条 例 第 八 十 六 号 ） 第 二 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ

り 大 阪 府 人 事 監 察 委 員 会 （ 同 条 例 第 四 十 条 第 一 項

に 規 定 す る 大 阪 府 人 事 監 察 委 員 会 を い う 。 ） の 意

見 を 聴 い て 、 懲 戒 処 分 を す る か 否 か 及 び い ず れ の

懲 戒 処 分 を 選 択 す る か を 決 定 す る も の と す る 。 

３ 懲 戒 処 分 は 、 そ の 旨 を 記 載 し た 書 面 を 当 該 職 員

に 交 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 
 

４ 前 項 の 規 定 に よ る 書 面 の 交 付 を す る 場 合 に お

い て 、 当 該 処 分 を 受 け る べ き 職 員 の 所 在 が 知 れ な

い と き は 、 同 項 の 規 定 に よ る 書 面 の 交 付 を 、 当 該

職 員 の 氏 名 及 び 同 項 の 書 面 を い つ で も 当 該 職 員

に 交 付 す る 旨 を 任 命 権 者 に 係 る 事 務 所 の 掲 示 場

に 掲 示 す る こ と に よ っ て 行 う こ と が で き る 。 こ の

場 合 に お い て は 、 掲 示 を 始 め た 日 か ら 二 週 間 を 経

過 し た と き に 、 当 該 書 面 が 当 該 職 員 に 到 達 し た も

の と み な す 。 
 

（ 懲 戒 処 分 の 公 表 ） 

第 五 条 任 命 権 者 は 、 懲 戒 処 分 を し た 場 合 は 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 速 や か に 公 表 す る も の と す る 。 

一 懲 戒 処 分 を し た 年 月 日 

二 懲 戒 処 分 の 内 容 

三 懲 戒 処 分 の 理 由 

四 懲 戒 処 分 を 受 け た 職 員 が 勤 務 す る 部 の 名 称

又 は 学 校 の 種 類 、 職 級 及 び 職 種 （ 事 務 又 は 技 術

の 区 分 に 限 る 。 ） 及 び 年 齢 

２ 任 命 権 者 は 、 職 員 を 懲 戒 処 分 と し て 免 職 し た 場

合 、 当 該 職 員 を 刑 事 訴 訟 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第

百 三 十 一 号 ） 第 二 百 三 十 条 の 規 定 に よ り 告 訴 し 、

若 し く は 同 法 第 二 百 三 十 九 条 の 規 定 に よ り 告 発

し た 場 合 又 は 罪 を 犯 し 警 察 等 に よ り 職 員 の 氏 名

が 既 に 公 表 さ れ て い る 場 合 で 、 特 に 必 要 と 認 め る

と き は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 当 該 職 員

の 氏 名 及 び 勤 務 す る 所 属 の 名 称 を 公 表 す る も の

と す る 。 

３ 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 命 権 者 は 、 懲 戒

処 分 を 受 け た 職 員 の 行 為 に よ る 被 害 者 が 前 二 項

の 規 定 に よ る 公 表 を 求 め な い 場 合 、 公 表 す る こ と

に よ り 被 害 者 が 特 定 さ れ る 可 能 性 が 大 き い 場 合

そ の 他 被 害 者 の 人 権 に 十 分 配 慮 す る 必 要 が あ る

と 任 命 権 者 が 認 め る と き は 、 前 二 項 の 懲 戒 処 分 を

し た こ と を 公 表 し な い こ と が で き る 。 
 

（ 戒 告 の 効 果 ） 

第 六 条 戒 告 は 、 職 員 の 非 違 行 為 の 責 任 を 確 認 し 、

及 び そ の 将 来 を 戒 め る も の と す る 。 
 

第 七 条 ・ 第 八 条 （ 略 ） 
 

（ 懲 戒 処 分 を 受 け た 者 に 対 す る 指 導 等 ） 

第 九 条 任 命 権 者 は 、 懲 戒 処 分 （ 免 職 を 除 く 。 ） を

受 け た 職 員 に 対 し 、 必 要 な 指 導 を 行 う と と も に 、

非 違 行 為 を 反 省 し 、 今 後 非 違 行 為 を 行 わ な い こ と

の 誓 約 を さ せ る こ と が で き る 。 
 

三 号 の 規 定 に よ り 懲 戒 処 分 を し よ う と す る 場 合

に お い て は 、 関 係 者 そ の 他 適 当 と 認 め る 者 の 意 見

を 聴 く な ど 、 公 正 を 期 さ な け れ ば な ら な い 。 
 
 
 
 
 
 

２ 戒 告 、 減 給 、 停 職 又 は 免 職 の 処 分 は 、 そ の 旨 を

記 載 し た 書 面 を 当 該 職 員 に 交 付 し て 行 わ な け れ

ば な ら な い 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 三 条 ・ 第 四 条 （ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 



 附 則 の 次 に 次 の 別 表 を 加 え る 。  

別 表 （ 第 二 条 関 係 ）  

項 非   違   行   為 

標 準 的 な 懲 戒 処 分

の 種 類  

一 正 当 な 理 由 な く 十 日 以 内 の 間 欠 勤 す る こ と 。  戒 告 又 は 減 給  

二 正 当 な 理 由 な く  十 一 日 以 上 二 十 日 以 内 の 間 欠 勤 す る こ と 。  減 給 又  は 停 職  

三 正 当 な 理 由 な く 二 十 一 日 以 上 の 間 欠 勤 す る こ と 。  停 職 又 は 免 職  

四 勤 務 時 間 の 始 め 又 は 終 わ り に 繰 り 返 し 勤 務 を  欠 く こ と 。 戒 告  

五 病 気 休 暇 又 は 特 別 休 暇 に つ い て 虚 偽 の 申 請 を す る こ と 。 戒 告 又 は 減 給  

六 五 の 項 の 虚 偽 の 申 請 を 繰 り 返 し 行 う こ と 。  停 職 又 は 免 職  

七 

勤 務 時 間 中 に 職 場 を 離 脱 し て 職 務 を 怠 り 、 公 務 の 運 営 に 支 障 を 生

じ さ せ る こ と 。  

戒 告 又 は 減 給  

八 

七 の 項 の う ち 、 常 習 的 に 職 場 を 離 脱 し 、 公 務 の 運 営 に 重 大 な 支 障

を 生 じ  さ せ る こ と 。  

停 職  又 は 免 職  

九 他 の 職 員 に 対 す る 暴 行  に よ り 職 場 の 秩 序 を 乱 す こ と 。  減 給 又 は 停 職  

十 他 の 職 員 に  対 す る 暴 言 に よ り 職 場 の 秩 序 を 乱 す こ と 。  戒 告 又 は 減 給  

十 一  

法 第 三 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に 違 反 し て 、 政 治 的 行 為  を

す る こ と 。  

戒 告 又 は 減 給  

十 二  

法 第 三 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に 違 反 し て 、 政 治 的 行 為 を す る よ う 職

員 に 求 め る 等 の 行 為 を す る こ と 。  

減 給 又 は 停 職  

十 三  

法 第 三 十 七 条 第 一 項 前 段 の 規 定 に 違 反 し て 、 争 議 行 為 を し 、 又 は

職 場 の 活 動 能 率 を 低 下 さ せ る 怠 業 的 行 為 を す る こ と 。  

戒 告 又 は 減 給  

十 四  

法 第 三 十 七 条 第 一 項 後 段 に 規 定 す る 違 法 な 行 為 を 企 て 、 又 は そ の

遂 行 を 共 謀 し 、 唆 し 、 若 し く は あ お る こ と 。  

停 職  又 は 免 職  

十 五  

職 務 上 知 り 得 た 重 要 な 秘 密 を 漏 ら し 、 公 務 の 運 営 に 重 大 な 支 障 を

生 じ  せ る こ と 。  

停 職 又 は 免 職  

十 六  

守 秘 義 務 が 課 さ れ て い る 職 務 上 の 事 項 に つ い て 、 故 意 に 漏 ら す こ

と 。  

戒 告 又 は 減 給  

第 十 条 （ 略 ） 第 五 条 （ 略 ） 

  



十 七  

職 権 を 濫 用 し て 、 専 ら そ の 職 務 の 用 以 外 の 用 に 供 す る 目 的 で 個 人

情 報 が 記 録 さ れ た 文 書 等 を 収 集 し 、 又 は 職 務 上 知 り 得 た 個 人 情 報

を 流 出 さ せ る こ と 。  

戒 告 又 は 減 給  

十 八  
府 が 入 札 等 に よ り 行 う 契 約 の 締 結 に 関 し   、 そ の 職 務 に 反 し 、 事 業

者 そ の 他 の 者 に 談 合 を 唆 し 、 事 業 者 そ の 他 の 者 に 予 定 価 格 等 の 入

札 等 に 関 す る 秘 密 を 教 示  し 、 又 は そ の 他 の 方 法 に よ り 入 札 等 の 公

正 を 害 す る  行 為 を す る こ と 。 

停 職 又 は 免 職  

十 九  法 第 三 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を す る こ と 。 戒 告 又 は 減 給  

二 十  

暴 行 若 し く は 脅 迫 を 用 い 、 又 は 職 場 に お け る 上 司 、 部 下 等 の 関 係

に 基 づ く 影 響 力 を 用 い る こ と に よ り 、 強 い て 性 的 関 係 を 結 び 、 若

し く は わ い せ つ な 行 為 を す る こ と 。  

停 職 又 は 免 職  

二 十 一  

相 手 の 意 に 反 す る こ と を 認 識 し た 上 で 、 わ い せ つ な 発 言 、 性 的 な

内 容 の 電 話 、 性 的 な 内 容 の 手 紙  又 は 電 子  メ ー ル の 送 付 、 身 体 的 接

触 、 つ き ま と い 等 の 性 的 な 言 動 （ 以 下 「 性 的 な 言 動 」 と い う 。 ）

を す る こ と 。  

戒 告 又 は 減 給  

二 十 二  二 十 一 の 項 の う ち 、 常 習 的 に 性 的 な 言 動 を す る こ と 。  減 給 又 は 停 職  

二 十 三  

二 十 二 の 項 の う ち 、 相 手 を 強 度 の 精 神 的 な ス ト レ ス の 重 積 に よ る

精 神 疾 患 に 罹 患 さ せ る こ と 。 

停 職 又 は 免 職  

二 十 四  児 童 又 は 生 徒 に わ い せ つ な 行 為 を す る こ と 。  免 職  

二 十 五  児 童 又 は 生 徒 に 体 罰 を す る こ と 。  戒 告 、 減 給 又 は 停 職  

二 十 六  

相 手 の 意 に 反 す る こ と を 認 識 し た 上 で 、 児 童 又 は 生 徒 に 性 的 な 言

動 を す る こ と 。  

戒 告 、 減 給 又 は 停 職  

二 十 七  二 十 六 の 項 の う ち 、 常 習 的 に 性 的 な 言 動 を す る こ と 。  免  職 

二 十 八  

二 十 六 の 項 の う ち 、 相 手 を 強 度 の 精 神 的 な ス ト レ ス の 重 積 に よ る

精 神 疾 患 に 罹 患 さ せ る こ と 。 

免 職  

二 十 九  

職 務 に 関 し て 賄 賂 を 収 受 し 、 又 は そ の 要 求 若 し く は 約 束 を す る こ

と 。  

免 職  

三 十  

職 務 に 関 係 し て 利 害 を 有 す る 者 か ら 金 銭 、 物 品 等 の 贈 与 又 は 貸 与

を 受 け る こ と 。  

戒 告 又 は 減 給  

三 十 一  

三 十 の 項 の う ち 、 定 期 的 に 金 銭 、 物 品 等 の 贈 与 又 は 貸 与 を 受 け る

こ と 。  

停 職 又 は 免 職  

三 十 二  公 金 又 は 公 物 を 横 領 す る こ と 。  免  職 

三 十 三  公 金 又 は 公 物 を 窃 取 す る こ と 。  免 職  

三 十 四  人 を 欺 い て 公 金 又 は 公 物 を 交 付 さ せ る こ と 。  免 職  



三 十 五  公 金 又 は 公 物 を 紛 失 す る こ と 。  戒  告 

三 十 六  重 大 な 過 失 に よ っ て  公 金 又 は 公 物 の 盗 難 に あ う こ と 。  戒 告  

三 十 七  故 意 に  職 場 に お い て 公 物 を 損 壊 す る こ と 。  戒 告 又 は 減 給  

三 十 八  過 失 に よ り 職 場 に お い て 公 物 に 係 る 火 災 を 引 き 起 こ す こ と 。  戒 告  

三 十 九  

故 意 に 届 出 を 怠 り 、 又 は 虚 偽 の 届 出 を す る な ど し て 給 料 、 諸 手 当

等 を 不 正 に 受 給 す る こ と 。  

減 給 又 は 停 職  

四 十  

故 意 に 公 金 等 の 不 適 正 な 会 計 処 理 を 行 い 、 現 金 等 を 捻 出 す る こ

と 。  

停 職 又 は 免 職  

四 十 一  

故 意 に 公 金 等 の 不 適 正 な 会 計 処 理 を 行 い 、 公 金 等 を 本 来 使 用 す べ

き 目 的 又 は 用 途 以 外 の  業 務 に 使 用 す る こ と 。  

減 給 又 は 停  職 

四 十 二  

公 金 等  を 不 適 正 に 管 理 す る こ と 又 は 公 金 等 に 関 す る 虚 偽 の 報 告

を 行 う こ と 。  

戒 告 又 は 減 給  

四 十 三  

職 場 の 電 子 計 算 機 を 職 務 に 関 連 し な い 不 適 正 な 目 的 で 使 用 し 、 公

務 の 運 営 に 支 障 を 生 じ さ せ る こ と 。  

戒 告 又 は 減 給  

四 十 四  放 火 を す る こ と 。  免 職  

四 十 五  人 を 殺 す こ と 。  免 職  

四 十 六  人 の 身 体 を 傷 害 す る こ と 。  減 給 又 は 停 職  

四 十 七  

暴 行 を 加 え 、 又 は け ん か を す る こ と （ 人 の 身 体 を 傷 害 す る に 至  ら

な か っ た 場 合  に 限 る 。 ） 。  

戒 告 又 は 減 給  

四 十 八  故 意 に  人 の 物 を 損 壊 す る こ と 。  戒 告 又 は 減 給  

四 十 九  

自 己  の 占 有 す る 他 人 の 物 （ 公 金  及 び 公 物 を 除 く 。 ）  を 横 領 す る こ

と 。  

停 職 又 は 免 職  

五 十  他 人 の 財 物 を 窃 取 す る こ と 。 停 職 又 は 免 職  

五 十 一  暴 行 又 は 脅 迫 を 用 い て 他 人 の 財 物 を 強 取 す る こ と 。  免 職  

五 十 二  遺 失 物 、 漂 流 物 そ の 他 占 有 を 離 れ た 他 人 の 物 を 横 領 す る こ と 。  戒 告 、 減 給 又 は 停 職  

五 十 三  人 を 欺 き 、 又 は 恐 喝 し て 財 物 を 交 付 さ せ る こ と 。  停 職 又 は 免 職  

五 十 四  賭 博 を す る こ と 。  戒 告 、 減 給 又 は 停 職  



五 十 五  五 十 四 の 項 の う ち 、 常 習 的 に 賭 博 を す る こ と 。  停 職 又 は 免 職  

五 十 六  麻 薬 、 覚 醒 剤 等 を 所 持 し 、 又 は 使 用 す る こ と 。  免 職  

五 十 七  
酩 酊 し  、 公 共 の 場 所 や 乗 物 に  お い て 、 公 衆 に 迷 惑 を か け る よ う な

著 し く 粗 野 な 、 又 は 乱 暴 な 言 動 を す る こ と 。  

戒 告 又 は 減 給  

五 十 八  

十 八 歳 未 満 の 者 に 対 し て 、 金 品 そ の 他 財 産 上 の 利 益 を 対 償 と し て

供 与 し 、 又 は 供 与 す る こ と を 約 束 し て 淫 行 を す る こ と 。 

停 職 又 は 免 職  

五 十 九  公 共 の 乗 物 又 は 場 所 に お い て 痴 漢 行 為 、 盗 撮 等 を す る こ と 。  停 職 又 は 免 職  

六 十  五 十 九 の 項 の う ち 、 常 習 的 に 痴 漢 行 為 、 盗 撮 等 を す る こ と 。  免 職  

六 十 一  

暴 行 若  し く は 脅 迫 を 用 い 、 又 は 心 神 喪 失 若 し く は 抗 拒 不 能 に 乗 じ

て わ い せ つ な 行 為 を す る こ と 。  

免 職  

六 十 二  酒 酔 い 運 転 を す る こ と 。  免 職  

六 十 三  酒 気 帯 び 運 転 を す る こ と 。  停 職 又 は 免 職  

六 十 四  酒 気 帯 び 運 転 に よ り 人 身 、 対 物 損 壊 等 の 事 故 を 起 こ す こ と 。  免 職  

六 十 五  

酒 酔 い 運 転 又 は 酒 気 帯 び 運 転 と な る こ と を 知 り な が ら 、 運 転 す る

者 に 飲 酒 を 勧 め る こ と 又 は 酒 酔 い 運 転 又 は 酒 気 帯 び 運 転 の 車 に

同 乗 す る こ と 。  

減 給 、 停 職 又 は 免 職  

六 十 六  

交 通 事 故 （ 六 十 二 の 項 か ら 六 十 五 の 項 ま で に 係 る も の を 除 く 。 ）

に よ り 人 を 死 亡 さ せ 、 又 は 重 篤 な 傷 害 を 負 わ せ る こ と 。 

減 給 、 停 職 又 は 免 職  

六 十 七  六 十 六 の 項 の う ち 、 交 通 事 故 を 起 こ し 、 講 ず べ き 措 置 を 怠 る こ と 。 停 職  又 は 免 職  

六 十 八  

交 通 事 故 （ 六 十 二 の 項 か ら 六 十 五 の 項 ま で に 係 る も の を  除 く 。 ）

に よ り 多 数 の 人 に 傷 害 を 負 わ せ る こ と 。  

戒 告 又 は 減 給  

六 十 九  六 十 八 の 項 の う ち 、 交 通 事 故 を 起 こ し 、 講 ず べ き 措 置 を 怠 る こ と 。 減 給 又 は 停  職 

七 十  

著 し い 速 度 超 過 等 の 悪 質 な 交 通 法 規 違 反 （ 六 十 二 の 項 か ら 六 十 五

の 項 ま で に 係 る も の を 除 く 。 ） を す る こ と 。  

戒 告 、 減 給 又 は 停 職  

七 十 一  

七 十 の 項 の う ち 、 当 該 交 通 法 規 違 反 が 原 因 と な る 事 故 を 起 こ し 、

講 ず べ き 措 置 を 怠 る こ と 。  

停 職 又 は 免 職  

（ 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 大 阪 府 条 例 第 六 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  



改 正 後  改 正 前  

  
（ 再 就 職 の 支 援 の 方 針 ）  

第 二 条  府 に お け る 職 員 の 再 就 職 の 支 援 に つ い

て は 、 府 の 人 材 バ ン ク 制 度 （ 営 利 企 業 （ 商 業 、

工 業 又 は 金 融 業 そ の 他 営 利 を 目 的 と す る 私 企

業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 営 利 企 業 以 外 の 法

人 そ の 他 の 団 体 （ 国 、 国 際 機 関 、 他 の 地 方 公 共

団 体 、 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第

百 三 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 独 立 行 政

法 人 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律

第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 地 方

独 立 行 政 法 人 （ 以 下 「 公 共 団 体 等 」 と い う 。 ）

を 含 む 。 以 下 こ の 条 及 び 第 七 条 に お い て 同 じ 。 ）

か ら の 職 員 に 対 す る 求 人 に 係 る 情 報 及 び 職 員

か ら の 営 利 企 業 又 は 営 利 企 業 以 外 の 法 人 そ の

他 の 団 体 に 対 す る 求 職 に 係 る 情 報 を そ れ ぞ れ

に 提 供 す る こ と に よ り 、 再 就 職 を 支 援 す る 仕 組

み を い う 。 以 下 同 じ 。 ） そ の 他 の こ の 条 例 の 定

め る と こ ろ に よ る こ と と す る 。  
 

（ 再 就 職 者 に よ る 依 頼 等 の 規 制 ）  

第 三 条  職 員 で あ っ た 者 で あ っ て 離 職 後 に 営 利

企 業 等 （ 営 利 企 業 及 び 営 利 企 業 以 外 の 法 人 そ の

他 の 団 体 （ 公 共 団 体 等 を 除 く 。 ） を い う 。 以 下

こ の 条 、 第 十 一 条 及 び 第 十 三 条 に お い て 同 じ 。 ）

の 地 位 に 就 い て い る 者 （ 退 職 手 当 通 算 予 定 職 員

で あ っ た 者 で あ っ て 引 き 続 い て 退 職 手 当 通 算

法 人 の 地 位 に 就 い て い る 者 及 び 公 益 的 法 人 等

へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法

律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条 第 二 項 に

規 定 す る 退 職 派 遣 者 （ 以 下 「 退 職 手 当 通 算 離 職

者 」 と い う 。 ） を 除 く 。 以 下 「 再 就 職 者 」 と い

う 。 ） は 、 離 職 前 五 年 間 に 在 職 し て い た 府 の 執

行 機 関 の 組 織 （ 当 該 執 行 機 関 （ 当 該 執 行 機 関 の

附 属 機 関 を 含 む 。 ） の 補 助 機 関 及 び 当 該 執 行 機

関 の 管 理 に 属 す る 機 関 の 総 体 を い う 。 ） 又 は 議

会 の 事 務 局 （ 以 下 「 府 の 執 行 機 関 の 組 織 等 」 と

い う 。 ） の 職 員 に 対 し 、 府 と 当 該 営 利 企 業 等 若

し く は そ の 子 法 人 （ 国 家 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 二

年 法 律 第 百 二 十 号 ） 第 百 六 条 の 二 第 一 項 に 規 定

す る 子 法 人 の 例 を 基 準 と し て 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と の 間 で 締

結 さ れ る 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の 他 の 契 約 又 は 当

該 営 利 企 業 等 若 し く は そ の 子 法 人 に 対 し て 行

わ れ る 行 政 手 続 法 （ 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 ）

第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 処 分 に 関 す る 事 務 （ 以

下 「 契 約 等 事 務 」 と い う 。 ） で あ っ て 離 職 前 五

年 間 の 職 務 に 属 す る も の に 関 し 、 離 職 後 二 年

間 、 職 務 上 の 行 為 を す る よ う に 、 又 は し な い よ

う に 要 求 し 、 又 は 依 頼 し て は な ら な い 。  

２ ― ７ （ 略 ）  
 

第 八 条 （ 略 ）  
 

（ 職 員 の 勤 続 期 間 ）  

第 九 条 職 員 基 本 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 大 阪 府 条 例

第 八 十 六 号 ） 第 三 十 二 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め る

勤 続 期 間 は 、 府 に 採 用 さ れ た 日 か ら 離 職 し た 日

（ 再 就 職 の 支 援 の 方 針 ）  

第 二 条  府 に お け る 職 員 の 再 就 職 の 支 援 に つ い

て は 、 知 事 が 特 に 必 要 と 認 め る も の を 除 き 、 府

の 人 材 バ ン ク 制 度 （ 営 利 企 業 （ 商 業 、 工 業 又 は

金 融 業 そ の 他 営 利 を 目 的 と す る 私 企 業 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） 又 は 営 利 企 業 以 外 の 法 人 そ の 他 の

団 体 （ 国 、 国 際 機 関 、 他 の 地 方 公 共 団 体 、 独 立

行 政 法 人 通 則 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ） 第

二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 独 立 行 政 法 人 及 び

地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八

号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行 政

法 人 （ 以 下 「 公 共 団 体 等 」 と い う 。 ） を 含 む 。

以 下 こ の 条 及 び 第 七 条 に お い て 同 じ 。 ） か ら の

職 員 に 対 す る 求 人 に 係 る 情 報 及 び 職 員 か ら の

営 利 企 業 又 は 営 利 企 業 以 外 の 法 人 そ の 他 の 団

体 に 対 す る 求 職 に 係 る 情 報 を そ れ ぞ れ に 提 供

す る こ と に よ り 、 再 就 職 を 支 援 す る 仕 組 み を い

う 。 ） に よ る こ と と す る 。  
 

（ 再 就 職 者 に よ る 依 頼 等 の 規 制 ）  

第 三 条  職 員 で あ っ た 者 で あ っ て 離 職 後 に 営 利

企 業 等 （ 営 利 企 業 及 び 営 利 企 業 以 外 の 法 人 そ の

他 の 団 体 （ 公 共 団 体 等 を 除 く 。 ） を い う 。 以 下

同 じ 。 ） の 地 位 に 就 い て い る 者 （ 退 職 手 当 通 算

予 定 職 員 で あ っ た 者 で あ っ て 引 き 続 い て 退 職

手 当 通 算 法 人 の 地 位 に 就 い て い る 者 及 び 公 益

的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に

関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条

第 二 項 に 規 定 す る 退 職 派 遣 者 （ 以 下 「 退 職 手 当

通 算 離 職 者 」 と い う 。 ） を 除 く 。 以 下 「 再 就 職

者 」 と い う 。 ） は 、 離 職 前 五 年 間 に 在 職 し て い

た 府 の 執 行 機 関 の 組 織 （ 当 該 執 行 機 関 （ 当 該 執

行 機 関 の 附 属 機 関 を 含 む 。 ） の 補 助 機 関 及 び 当

該 執 行 機 関 の 管 理 に 属 す る 機 関 の 総 体 を い

う 。 ） 又 は 議 会 の 事 務 局 （ 以 下 「 府 の 執 行 機 関

の 組 織 等 」 と い う 。 ） の 職 員 に 対 し 、 府 と 当 該

営 利 企 業 等 若 し く は そ の 子 法 人 （ 国 家 公 務 員 法

（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 二 十 号 ） 第 百 六 条 の 二

第 一 項 に 規 定 す る 子 法 人 の 例 を 基 準 と し て 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

と の 間 で 締 結 さ れ る 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の 他 の

契 約 又 は 当 該 営 利 企 業 等 若 し く は そ の 子 法 人

に 対 し て 行 わ れ る 行 政 手 続 法 （ 平 成 五 年 法 律 第

八 十 八 号 ） 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 処 分 に 関 す

る 事 務 （ 以 下 「 契 約 等 事 務 」 と い う 。 ） で あ っ

て 離 職 前 五 年 間 の 職 務 に 属 す る も の に 関 し 、 離

職 後 二 年 間 、 職 務 上 の 行 為 を す る よ う に 、 又 は

し な い よ う に 要 求 し 、 又 は 依 頼 し て は な ら な

い 。  

２ ― ７ （ 略 ）  
 

第 八 条 （ 略 ）  
 
 
 
 
 



ま で の 期 間 （ 退 職 手 当 通 算 予 定 職 員 （ 第 三 条 第

三 項 に 規 定 す る 退 職 手 当 通 算 予 定 職 員 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） と し て 退 職 手 当 通 算 法 人 （ 同 条 第

二 項 に 規 定 す る 退 職 手 当 通 算 法 人 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） の 地 位 に 就 い て い た 期 間 を 含 む 。 ） と

す る 。  
 

（ 出 資 法 人 等 へ の 再 就 職 の 禁 止 の 適 用 除 外 ）  

第 十 条  職 員 基 本 条 例 第 三 十 二 条 第 二 項 第 三 号

の 条 例 で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す

る 。  

一 職 業 安 定 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 四 十 一

号 ） そ の 他 の 法 令 の 定 め る 職 業 の 安 定 に 関 す

る 事 務 に よ る 場 合  

二 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 大

阪 府 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 八 条 第 八 項 の 規 定 に

よ る 支 援 に よ る 場 合  

三  職 員 基 本 条 例 第 三 十 二 条 第 一 項 各 号 に 規

定 す る 法 人 が 行 う 公 募 に よ る 場 合  

四  退 職 手 当 通 算 予 定 職 員 と し て 退 職 手 当 通

算 法 人 の 地 位 に 就 く 場 合  
 

（ 他 の 職 員 に つ い て の 依 頼 等 の 規 制 ）  

第 十 一 条  職 員 基 本 条 例 第 三 十 三 条 の 条 例 で 定

め る 行 為 は 、 職 員 が 、 営 利 企 業 等 に 対 し 、 他 の

職 員 を そ の 離 職 後 に 、 又 は 職 員 で あ っ た 者 を 、

当 該 営 利 企 業 等 又 は そ の 子 法 人 （ 第 三 条 第 一 項

に 規 定 す る 子 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 地 位

に 就 か せ る こ と を 目 的 と し て す る 次 の 行 為 と

す る 。  

一  当 該 職 員 又 は 職 員 で あ っ た 者 に 関 す る 情

報 を 提 供 し 、 又 は 当 該 地 位 に 関 す る 情 報 の 提

供 を 依 頼 す る こ と 。  

二 当 該 職 員 を そ の 離 職 後 に 、 又 は 職 員 で あ っ

た 者 を 、 当 該 営 利 企 業 等 又 は そ の 子 法 人 の 地

位 に 就 か せ る こ と を 要 求 し 、 又 は 依 頼 す る こ

と 。  

２  職 員 基 本 条 例 第 三 十 三 条 た だ し 書 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す

る 。  

一  人 材 バ ン ク 制 度 に よ り 再 就 職 の 支 援 を 行

う 場 合  

二  職 員 基 本 条 例 第 三 十 二 条 第 二 項 第 二 号 の

規 定 に よ り 出 資 法 人 等 の 役 員 等 の 地 位 に 知

事 が 推 薦 す る 事 務 と し て 行 う 場 合  

三  職 業 安 定 法 そ の 他 の 法 令 の 定 め る 職 業 の

安 定 に 関 す る 事 務 と し て 行 う 場 合  

四  職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 第 八 条 第 八 項 の

規 定 に よ る 支 援 と し て 行 う 場 合  

五  退 職 手 当 通 算 予 定 職 員 を 退 職 手 当 通 算 法

人 の 地 位 に 就 か せ る こ と を 目 的 と し て 行 う

場 合  
 

（ 地 方 警 察 職 員 へ の 適 用 除 外 ）  

第 十 二 条  前 三 条 の 規 定 は 、 職 員 の う ち 警 察 法

（ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ） 第 五 十 六 条

第 二 項 に 規 定 す る 地 方 警 察 職 員 で あ る 職 員 に

つ い て は 、 適 用 し な い 。  
 

第 十 三 条 ・ 第 十 四 条 （ 略 ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 九 条 ・ 第 十 条  （ 略 ）  



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 三 条 の 規 定 は 、

同 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に し た 行 為 に 係 る 法 第 二 十 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規

定 す る 処 分 に つ い て は 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例

の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に し た 行 為 に 係 る 法 第 二 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 処 分

に つ い て は 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 懲 戒 に 関 す る 条 例 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

４  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 年 大 阪 府 条 例 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

 

附 則  
 

１ （ 略 ）  

（ 地 方 警 察 職 員 へ の 適 用 期 日 ）  

２  職 員 の う ち 警 察 法 第 五 十 六 条 第 二 項 に 規 定

す る 地 方 警 察 職 員 で あ る 職 員 に つ い て は 、 第 二

条 、 第 七 条 及 び 第 八 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 四 年

三 月 三 十 一 日 か ら 適 用 す る 。 

 

附 則  
 

１ （ 略 ）  

（ 地 方 警 察 職 員 へ の 適 用 期 日 ）  

２ 職 員 の う ち 警 察 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 六

十 二 号 ） 第 五 十 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 地 方 警 察

職 員 で あ る 職 員 に つ い て は 、 第 二 条 、 第 七 条 及

び 第 八 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日

か ら 適 用 す る 。  
  

改 正 後  改 正 前  

 

（ 休 職 者 の 給 与 ）  

第 二 十 九 条 （ 略 ）  

２ ― ４ （ 略 ）   

５ 職 員 が 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六

年 大 阪 府 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 四 条 各 号 に 掲 げ る

理 由 に 該 当 し て 休 職 に さ れ た と き （ 次 項 に 掲 げ

る と き を 除 く 。 ） は 、 そ の 休 職 の 期 間 中 、 給 料 、

扶 養 手 当 、 地 域 手 当 、 住 居 手 当 及 び 期 末 手 当 の

そ れ ぞ れ 百 分 の 七 十 以 内 を 支 給 す る こ と が で

き る 。  

６  職 員 が 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 第 四 条 第 二

号 に 掲 げ る 理 由 に 該 当 し て 休 職 に さ れ た 場 合

で 、 そ の 原 因 で あ る 災 害 が 公 務 上 の 災 害 又 は 通

勤 に よ る 災 害 と 認 め ら れ る と き は 、 そ の 休 職 の

期 間 中 、 給 料 、 扶 養 手 当 、 地 域 手 当 、 住 居 手 当

及 び 期 末 手 当 の そ れ ぞ れ 百 分 の 百 以 内 を 支 給

す る こ と が で き る 。  

７ （ 略 ）  

 

（ 休 職 者 の 給 与 ）  

第 二 十 九 条 （ 略 ）  

２ ― ４ （ 略 ）   

５ 職 員 が 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六

年 大 阪 府 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 二 条 各 号 に 掲 げ る

理 由 に 該 当 し て 休 職 に さ れ た と き （ 次 項 に 掲 げ

る と き を 除 く 。 ） は 、 そ の 休 職 の 期 間 中 、 給 料 、

扶 養 手 当 、 地 域 手 当 、 住 居 手 当 及 び 期 末 手 当 の

そ れ ぞ れ 百 分 の 七 十 以 内 を 支 給 す る こ と が で

き る 。  

６  職 員 が 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 第 二 条 第 二

号 に 掲 げ る 理 由 に 該 当 し て 休 職 に さ れ た 場 合

で 、 そ の 原 因 で あ る 災 害 が 公 務 上 の 災 害 又 は 通

勤 に よ る 災 害 と 認 め ら れ る と き は 、 そ の 休 職 の

期 間 中 、 給 料 、 扶 養 手 当 、 地 域 手 当 、 住 居 手 当

及 び 期 末 手 当 の そ れ ぞ れ 百 分 の 百 以 内 を 支 給

す る こ と が で き る 。  

７ （ 略 ）  
  



（ 職 員 の 給 料 及 び 管 理 職 手 当 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  
５  職 員 の 給 料 及 び 管 理 職 手 当 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 大 阪 府 条 例 第

三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

 

（ 職 員 の 給 料 の 特 例 ）  

第 一 条 職 員 （ 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 第 一 号 任 期

付 研 究 員 、 第 二 号 任 期 付 研 究 員 及 び 特 定 任 期 付

職 員 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 給

料 の 月 額 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二

十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 （ 以 下 「 特 例 期 間 」

と い う 。 ） に お い て 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 四 十 年 大 阪 府 条 例 第 三 十 五 号 。 以 下 「 給

与 条 例 」 と い う 。 ） 及 び 職 員 の 給 与 に 関 す る 条

例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 大 阪

府 条 例 第 十 三 号 。 以 下 「 給 与 条 例 等 一 部 改 正 条

例 」 と い う 。 ） 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で 並 び

に 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 大

阪 府 条 例 第 一 号 ） 第 二 十 一 条 、 職 員 の 勤 務 時 間 、

休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 大 阪 府 条

例 第 四 号 ） 第 十 六 条 第 二 項 、 職 員 の 高 齢 者 部 分

休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 大 阪 府 条 例 第 百

四 十 七 号 ） 第 三 条 第 一 項 、 職 員 の 懲 戒 に 関 す る

条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 大 阪 府 条 例 第 四 十 二 号 ） 第

七 条 、 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ

る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 大

阪 府 条 例 第 一 号 ） 第 四 条 第 一 項 、 公 益 的 法 人 等

へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 大

阪 府 条 例 第 七 十 一 号 ） 第 四 条 、 教 育 公 務 員 特 例

法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 ） 第 十 四 条 並 び に

公 立 の 学 校 の 事 務 職 員 の 休 職 の 特 例 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 十 七 号 ） の 規 定 に

か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額

か ら 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 こ

れ ら の 額 の 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 に 相 当 す る

額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、

こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ た 額 と す る 。  
 

一 ― 九 （ 略 ）  

２ ・ ３ （ 略 ）  
 

（ 任 期 付 研 究 員 等 の 給 料 の 特 例 ）  

第 二 条  一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 十 三 年 大 阪 府 条 例 第 七 十 号 。 以 下

こ の 項 に お い て 「 任 期 付 研 究 員 採 用 等 条 例 」 と

い う 。 ） 第 四 条 に 規 定 す る 第 一 号 任 期 付 研 究 員

及 び 第 二 号 任 期 付 研 究 員 並 び に 一 般 職 の 任 期

付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 大 阪

府 条 例 第 八 十 六 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 任 期

付 職 員 採 用 等 条 例 」 と い う 。 ） 第 六 条 第 一 号 に

規 定 す る 特 定 任 期 付 職 員 の 給 料 の 月 額 は 、 特 例

期 間 に お い て 、 任 期 付 研 究 員 採 用 等 条 例 第 五 条

第 一 項 、 第 二 項 、 第 四 項 及 び 第 五 項 、 任 期 付 職

員 採 用 等 条 例 第 七 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四

 

（ 職 員 の 給 料 の 特 例 ）  

第 一 条 職 員 （ 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 第 一 号 任 期

付 研 究 員 、 第 二 号 任 期 付 研 究 員 及 び 特 定 任 期 付

職 員 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 給

料 の 月 額 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二

十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 （ 以 下 「 特 例 期 間 」

と い う 。 ） に お い て 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 四 十 年 大 阪 府 条 例 第 三 十 五 号 。 以 下 「 給

与 条 例 」 と い う 。 ） 及 び 職 員 の 給 与 に 関 す る 条

例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 大 阪

府 条 例 第 十 三 号 。 以 下 「 給 与 条 例 等 一 部 改 正 条

例 」 と い う 。 ） 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で 並 び

に 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 大

阪 府 条 例 第 一 号 ） 第 二 十 一 条 、 職 員 の 勤 務 時 間 、

休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 大 阪 府 条

例 第 四 号 ） 第 十 六 条 第 二 項 、 職 員 の 高 齢 者 部 分

休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 大 阪 府 条 例 第 百

四 十 七 号 ） 第 三 条 第 一 項 、 職 員 の 懲 戒 の 手 続 及

び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 大 阪 府 条 例

第 四 十 二 号 ） 第 三 条 、 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機

関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 六 十 三 年 大 阪 府 条 例 第 一 号 ） 第 四 条 第 一

項 、 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条

例 （ 平 成 十 三 年 大 阪 府 条 例 第 七 十 一 号 ） 第 四 条 、

教 育 公 務 員 特 例 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 ）

第 十 四 条 並 び に 公 立 の 学 校 の 事 務 職 員 の 休 職

の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 十

七 号 ） の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ

り 定 め ら れ る 額 か ら 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の

区 分 に 応 じ 、 こ れ ら の 額 の 当 該 各 号 に 定 め る 割

合 に 相 当 す る 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生

じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ た 額

と す る 。  

一 ― 九 （ 略 ）  

２ ・ ３ （ 略 ）  
 

（ 任 期 付 研 究 員 等 の 給 料 の 特 例 ）  

第 二 条  一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 十 三 年 大 阪 府 条 例 第 七 十 号 。 以 下

こ の 項 に お い て 「 任 期 付 研 究 員 採 用 等 条 例 」 と

い う 。 ） 第 四 条 に 規 定 す る 第 一 号 任 期 付 研 究 員

及 び 第 二 号 任 期 付 研 究 員 並 び に 一 般 職 の 任 期

付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 大 阪

府 条 例 第 八 十 六 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 任 期

付 職 員 採 用 等 条 例 」 と い う 。 ） 第 六 条 第 一 号 に

規 定 す る 特 定 任 期 付 職 員 の 給 料 の 月 額 は 、 特 例

期 間 に お い て 、 任 期 付 研 究 員 採 用 等 条 例 第 五 条

第 一 項 、 第 二 項 、 第 四 項 及 び 第 五 項 、 任 期 付 職

員 採 用 等 条 例 第 七 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四



（ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

６  職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 大 阪 府 条 例 第 四 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

（ 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改

正 ）  

７  外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和

六 十 三 年 大 阪 府 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

項 、 給 与 条 例 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例

第 二 十 一 条 、 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に

関 す る 条 例 第 十 六 条 第 二 項 、 職 員 の 高 齢 者 部 分

休 業 に 関 す る 条 例 第 三 条 第 一 項 、 職 員 の 懲 戒 に

関 す る 条 例 第 七 条 、 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関

等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 第

四 条 第 一 項 並 び に 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派

遣 等 に 関 す る 条 例 第 四 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

こ れ ら の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 か ら 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 こ れ ら の 額 の 当

該 各 号 に 定 め る 割 合 に 相 当 す る 額 （ そ の 額 に 一

円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て

た 額 ） を 減 じ た 額 と す る 。  

一 ― 三 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

項 、 給 与 条 例 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例

第 二 十 一 条 、 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に

関 す る 条 例 第 十 六 条 第 二 項 、 職 員 の 高 齢 者 部 分

休 業 に 関 す る 条 例 第 三 条 第 一 項 、 職 員 の 懲 戒 の

手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 第 三 条 、 外 国 の 地 方

公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等

に 関 す る 条 例 第 四 条 第 一 項 並 び に 公 益 的 法 人

等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 第 四 条 の 規

定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ り 定 め ら れ

る 額 か ら 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ 、 こ れ ら の 額 の 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 に 相 当

す る 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き

は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ た 額 と す る 。 

一 ― 三 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
  

改 正 後  改 正 前  

 

（ 年 次 休 暇 ）  

第 十 三 条  （ 略 ）  

２ ― ５ （ 略 ）  

６ 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 大 阪

府 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 四 条 第 一 号 に 規 定 す る 事

由 に 該 当 し 休 職 に さ れ 復 職 し た 職 員 、 公 益 的 法

人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三

年 大 阪 府 条 例 第 七 十 一 号 ） 第 二 条 第 三 項 第 一 号

に 規 定 す る 職 員 派 遣 後 職 務 に 復 帰 し た 職 員 、 地

方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八

号 ） 第 九 十 一 条 第 三 項 の 職 員 の 派 遣 後 職 務 に 復

帰 し た 職 員 そ の 他 任 命 権 者 が 人 事 委 員 会 と 協

議 し て 定 め る 職 員 の そ の 年 の 年 次 休 暇 の 日 数

は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。  

７ （ 略 ）  

 

（ 年 次 休 暇 ）  

第 十 三 条  （ 略 ）  

２ ― ５ （ 略 ）  

６ 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 大 阪

府 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 事

由 に 該 当 し 休 職 に さ れ 復 職 し た 職 員 、 公 益 的 法

人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三

年 大 阪 府 条 例 第 七 十 一 号 ） 第 二 条 第 三 項 第 一 号

に 規 定 す る 職 員 派 遣 後 職 務 に 復 帰 し た 職 員 、 地

方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八

号 ） 第 九 十 一 条 第 三 項 の 職 員 の 派 遣 後 職 務 に 復

帰 し た 職 員 そ の 他 任 命 権 者 が 人 事 委 員 会 と 協

議 し て 定 め る 職 員 の そ の 年 の 年 次 休 暇 の 日 数

は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。  

７ （ 略 ）  
  

改 正 後  改 正 前  

 

（ 職 員 の 派 遣 ）  

第 二 条 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

 

（ 職 員 の 派 遣 ）  

第 二 条 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  



（ 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

８  公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 大 阪 府 条 例 第 七 十

一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

（ 府 費 負 担 教 職 員 の 分 限 及 び 懲 戒 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

９  府 費 負 担 教 職 員 の 分 限 及 び 懲 戒 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 大 阪 府 条 例 第 二

十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

一 ― 四 （ 略 ）   

五  地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 二 項 各 号 若 し

く は 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年

大 阪 府 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 四 条 （ 府 費 負 担 教

職 員 の 分 限 及 び 懲 戒 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十

一 年 大 阪 府 条 例 第 二 十 九 号 ） の 規 定 に お い て

そ の 例 に よ る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 各 号

の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 休 職 に

さ れ 、 又 は 同 法 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず

れ か に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 停 職 に さ れ て

い る 職 員 そ の 他 の 同 法 第 三 十 五 条 に 規 定 す

る 法 律 又 は 条 例 の 特 別 の 定 め に 基 づ き 職 務

に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ て い る 職 員  

一 ― 四 （ 略 ）  

五  地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 二 項 各 号 若 し

く は 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年

大 阪 府 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 二 条 （ 府 費 負 担 教

職 員 の 分 限 及 び 懲 戒 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十

一 年 大 阪 府 条 例 第 二 十 九 号 ） の 規 定 に お い て

そ の 例 に よ る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 各 号

の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 休 職 に

さ れ 、 又 は 同 法 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず

れ か に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 停 職 に さ れ て

い る 職 員 そ の 他 の 同 法 第 三 十 五 条 に 規 定 す

る 法 律 又 は 条 例 の 特 別 の 定 め に 基 づ き 職 務

に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ て い る 職 員  
  

改 正 後  改 正 前  

 

（ 職 員 の 派 遣 ）  

第 二 条 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

一 ― 四 （ 略 ）  

五  地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 二 項 各 号 若 し

く は 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年

大 阪 府 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 四 条 （ 府 費 負 担 教

職 員 の 分 限 及 び 懲 戒 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十

一 年 大 阪 府 条 例 第 二 十 九 号 ） の 規 定 に お い て

そ の 例 に よ る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 各 号

の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 休 職 に

さ れ 、 又 は 同 法 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず

れ か に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 停 職 に さ れ て

い る 職 員 そ の 他 の 同 法 第 三 十 五 条 に 規 定 す

る 法 律 又 は 条 例 の 特 別 の 定 め に 基 づ き 職 務

に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ て い る 職 員  

３ （ 略 ）  
 

（ 派 遣 職 員 の 職 務 へ の 復 帰 ） 

第 三 条 （ 略 ）  

一 ― 三 （ 略 ）  

四  派 遣 職 員 が 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 二

項 各 号 の い ず れ か 又 は 職 員 の 分 限 に 関 す る

条 例 第 四 条 第 二 号 に 該 当 す る こ と と な っ た

場 合  

五 （ 略 ）  

 

（ 職 員 の 派 遣 ）  

第 二 条 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

一 ― 四 （ 略 ）  

五  地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 二 項 各 号 若 し

く は 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年

大 阪 府 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 二 条 （ 府 費 負 担 教

職 員 の 分 限 及 び 懲 戒 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十

一 年 大 阪 府 条 例 第 二 十 九 号 ） の 規 定 に お い て

そ の 例 に よ る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 各 号

の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 休 職 に

さ れ 、 又 は 同 法 第 二 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず

れ か に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 停 職 に さ れ て

い る 職 員 そ の 他 の 同 法 第 三 十 五 条 に 規 定 す

る 法 律 又 は 条 例 の 特 別 の 定 め に 基 づ き 職 務

に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ て い る 職 員  

３ （ 略 ）  
 

（ 派 遣 職 員 の 職 務 へ の 復 帰 ） 

第 三 条 （ 略 ）  

一 ― 三 （ 略 ）  

四  派 遣 職 員 が 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 二

項 各 号 の い ず れ か 又 は 職 員 の 分 限 に 関 す る

条 例 第 二 条 第 二 号 に 該 当 す る こ と と な っ た

場 合  

五 （ 略 ）  
  



示 す よ う に 改 正 す る 。  

 

 

改 正 後  改 正 前  

 

（ 職 員 基 本 条 例 の 適 用 等 ）  

第 一 条  地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ） 第 四 十

二 条 及 び 第 四 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 市 町

村 立 学 校 職 員 給 与 負 担 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第

百 三 十 五 号 ） 第 一 条 及 び 第 二 条 に 規 定 す る 職 員

（ 以 下 「 府 費 負 担 教 職 員 」 と い う 。 ） の 分 限 及

び 懲 戒 に 関 し 府 の 条 例 で 定 め る こ と と さ れ て

い る 事 項 に つ い て は 、 職 員 基 本 条 例 （ 平 成 二 十

四 年 大 阪 府 条 例 第 八 十 六 号 ） 第 八 章 に 定 め る も

の の ほ か 、 府 立 学 校 の 職 員 の 例 に よ る 。  
 

（ 分 限 条 例 等 の 適 用 除 外 ）  

第 二 条 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 職 員 の 分 限 に

関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 大 阪 府 条 例 第 四 十 一

号 。 以 下 「 分 限 条 例 」 と い う 。 ） 第 七 条 第 三 項

及 び 第 六 項 、 第 八 条 第 六 項 並 び に 職 員 の 懲 戒 に

関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 大 阪 府 条 例 第 四 十 二

号 。 以 下 「 懲 戒 条 例 」 と い う 。 ） 第 四 条 第 二 項

の 規 定 は 、 大 阪 市 、 堺 市 、 豊 中 市 、 池 田 市 、 箕

面 市 、 豊 能 町 及 び 能 勢 町 が 設 置 す る 学 校 の 府 費

負 担 教 職 員 に は 、 適 用 し な い 。  
 

（ 分 限 条 例 等 の 適 用 に 係 る 読 替 え ）  

第 三 条  第 一 条 の 規 定 に よ り 府 立 学 校 の 職 員 の

例 に よ る こ と と さ れ る 分 限 及 び 懲 戒 に つ い て 、

大 阪 市 、 堺 市 、 豊 中 市 、 池 田 市 、 箕 面 市 、 豊 能

町 及 び 能 勢 町 が 設 置 す る 学 校 の 府 費 負 担 教 職

員 に 対 し て 分 限 条 例 及 び 懲 戒 条 例 を 適 用 す る

場 合 に お い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 条 例 の

規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す

る 。  

 
 

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭

和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ） 第 四 十 三 条 第 三 項

の 規 定 に よ り 、 市 町 村 立 学 校 職 員 給 与 負 担 法 （ 昭

和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 五 号 ） 第 一 条 及 び 第 二 条

に 規 定 す る 職 員 の 分 限 及 び 懲 戒 に 関 し 府 の 条 例

で 定 め る こ と と さ れ て い る 事 項 に つ い て は 、 府 立

学 校 の 職 員 の 例 に よ る 。  

分 限 条 例

第 八 条 第

八 項  

職 員 の 退 職 管 理

に 関 す る 条 例

（ 平 成 二 十 三 年

大 阪 府 条 例 第 六

号 ） 第 二 条 に 規

定 す る 人 材 バ ン

ク 制 度 そ の 他 別

に 条 例 で 定 め る

と こ ろ に よ り 府

以 外 の 法 人  

当 該 任 命 権

者 の 属 す る

市 町 以 外 の

法 人  

懲 戒 条 例

別 表 十 八

の 項  

府 市 町  

 

 


